
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（市民自治の尊重) 

第１６条 市は、市民や地域の活動の自主性及び自立性を尊重しながら、

市政運営を進めなければならない。 

市民の自治と市の関係 

提言書 条文（案） 

 

【解説】 

本条は、市民自治について規定したものです。 

市民や団体によるさまざまな活動が活発であることは、市の未来にと

って重要です。市で行われている様々な市民や地域の団体の自治の活動

は、氷見市の活力そのものであることから、「市は、市民や地域の活動の

自主性及び自立性を尊重しながら、市政運営を進めなければならない。」

と規定しています。 

氷見市自治基本条例検討委員会資料（29.7.10） 

市で行われている様々な市民や地域の団体の自治の活動は、氷見市の活

力そのものであり、市はこの自治の活動とその自発性を尊重し、市政運営

を進めていかなければなりません。危機管理や具体的な政策の展開にあた

って、市はこうした市民自治との連携を進めていくよう努めるものとしま

す。 

市民自治に関わる市民の知見を市政に活かすため、協力を得るときに

は、その目的について丁寧に説明し、協力の機会が一層意義のあるものと

なるよう努めるものとします。 


